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【 寄 稿 】 

 

マンションの管理方式について 

～「（超）長寿命マンション」「２００年マンション」との関連で～ 

 

早稲田大学大学院法務研究科 

教授 鎌野邦樹 

 

 



土地総合研究 2009年春号4



5土地総合研究 2009年春号

 



土地総合研究 2009年春号6

 

 



7土地総合研究 2009年春号

Ａ【理事会方式】  標準管理規約（現況一般）モデル

            管理業者 VS．理事長管管理者（理事会）

管理組合

  理 事 会  

     理事

  管理業者   ⇔ 理事長 （管理者）  

       区分所有者

 

Ｂ【管理者方式】  第三者活用モデル 

Ｂ－１《管理業者活用型》 管理業者管管理者 VS．管理組合 

管理組合

               管 理 者   ⇔   区分所有者

管理業者

Ｂ－２《管理士等活用型》 管理士管管理者 VS．管理組合 

管理組合

( 管理業者 ⇔ )    管 理 者   ⇔   区分所有者

                マンション管理士等

Ｃ【管理士管理者・理事会方式】 

         管理業者 VS．管管理士管理者（VS.．理事会） 

管理組合

  理 事 会  

     理事

  管理業者   ⇔  管 理 者*   

           （*マンション管理士） 

       区分所有者



土地総合研究 2009年春号8



9土地総合研究 2009年春号



土地総合研究 2009年春号10

  「管理士管理者・理事会方式」の規約（案）    

 

 （役員）

 新第３５条案 管理組合に次の役員を置く。

  一 管理者

  二 副理事長

  三  会計担当理事      ○名

  四 理事（副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ）。   ○名

  五 監事               ○名

 ２ 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。

 ３ 管理者は、マンション管理士その他マンション管理に関する専門知識を有する者のうちから、総会で選任する。

 ４ 副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

 ５ 副理事長は、管理組合を代表して、管理者との間で委任契約を締結する。

 （役員）

 現行第３５条 管理組合に次の役員を置く。

  一 理事長

  二 副理事長        ○名

  三 会計担当理事      ○名

  四 理事（理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ）。   ○名

  五 監事              ○名

 ２ 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。

 ３ 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

 （管理者）

 新第３８条案 管理者は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する

  一 法律、委任契約、規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、管理者の職務として定められた 

    事項

  二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。

 ２ 管理者は、管理組合における理事長として、理事会の議長を務める。

 ３ 管理者は、理事会および総会において議決権を有しない。

 ４ 管理者は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告を

   しなければならない。

 ５ 管理者は、理事会の決議を実行するほか、専門知識をもって、マンションの適正な管理のために、管理組合、 

   理事会または区分所有者に対して、助言、指導をしなければならない。

 （理事長）

 現行第３８条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

  一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項

  二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。

 ２ 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

 ３ 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をし 

  なければならない。

 ４ 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
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